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訴訟の判決に関するお知らせ 

 

 

当社が2019年12月27日付「当社元従業員に対する訴訟提起に関するお知らせ」にて公表した訴訟

（以下、「本件訴訟」という。）につきまして、2020年５月18日、東京地方裁判所より判決の言い渡し

があり、本件訴訟について当社の請求が全て認容されましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．裁判所及び年月日 

（１） 裁判所   ： 東京地方裁判所 

（２） 判決言渡日 ： 2020年５月18日 

 

２．被告 

 当社元従業員 １名 

 

３．事件名及び請求金額 

（１） 事件名  ： 損害賠償請求事件 

（２） 請求金額 ： 64,414千円 

 

４．訴訟に至った経緯 

2018年10月から2019年８月までの間、元従業員が業務委託先Ａ社に対し元従業員が関与する会社に

業務委託費の大半を支払う依頼を行い、間接的に金銭を着服していた事件が発生いたしました。当社

は元従業員に対し、損害額から一部の弁済額等を差し引いた金額について、当該不正行為に基づく損

害賠償請求訴訟を提起したものです。 

 

５．判決の内容 

 元従業員（被告）の賠償責任を認め、全額の支払いを命じるものです。 

 

６．業績に与える影響について 

本件が当社の業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 


